
迫川地区民有林直轄治山事業完了判定委員会

設置要領

（名称）

第１条 本会は、「迫川地区民有林直轄治山事業完了判定委員会」（以下「判定委員会」

という。）と称する。

（目的）

第２条 判定委員会は、迫川地区民有林直轄治山事業の完了にあたり、その妥当性につ

いて各分野の学識経験者等から意見をいただくものである。

（判定委員会）

第３条 判定委員会の委員は、東北森林管理局長が委嘱する。

２ 判定委員会の委員は、別紙のとおりとする。

３ 委員の任期は、平成３０年３月３１日までとする。

４ 判定委員会には座長を置くものとし、座長は委員の互選によって定める。

５ 座長は判定委員会を代表し、会務を統括する。

６ 判定委員会は必要に応じて委員の追加等を行うことができる。

（判定委員会の運営）

第４条 判定委員会は、委員の過半数の出席をもって開催する。

２ 判定委員会の運営方法については、必要に応じて判定委員会において定める。

（意見聴取等）

第５条 判定委員会は、必要と認めるとき、関係者から意見聴取等を行う。

（事務局）

第６条 判定委員会の事務局は、東北森林管理局に置く。

（その他）

第７条 この設置要領に定めるもののほか、判定委員会の運営に関して必要な事項は、

座長が判定委員会に諮って定める。

附則 この設置要領は、平成２９年１２月２１日から施行する。



（別紙）

迫川地区民有林直轄治山事業

完了判定委員会
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